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（仮称）長久手市こども計画策定業務 仕様書

１ 委託業務名

（仮称）長久手市こども計画策定業務委託

２ 委託場所

長久手市内外

３ 事業目的

こども基本法（令和４年法律第７７号）第１０条に規定するこども計画につ

いて、社会情勢及び、地域の変化を踏まえつつ、本市におけるニーズや課題等

を把握・整理し「(仮称)長久手市こども計画（以下「計画」という。）」を策定

することを目的とする。

４ 委託期間

契約締結日の翌日から令和９年３月２５日まで

ただし、令和７年度契約期間は、契約締結日から令和８年３月２５日までと

する。

５ 令和７年度の業務内容（ニーズ調査の実施）

⑴ ニーズ調査（調査票の設計、発送）の実施

計画策定の基礎資料とするため、地域の特性、住民の子育て支援に関する

生活実態や要望等についてアンケート調査を実施する。

ア 調査実施概要

※オンライン回答システムについては、「長久手市の電子申請システム

（Logo フォーム）」を利用します。

イ 調査票作成（調査対象者③高校生以上のみ）

アンケートの調査票は、国の「自治体こども計画策定のためのガイドラ

イン」やこども大綱を基に市独自の設問を加え、現状の課題や社会的動向

などを踏まえて調整し、調査票案作成に係る助言、アドバイス、情報提供、

調査対象者 調査数 配布 回収

①市内公立小学校

５年生全児童
約８００名 学校配信

オンライン回答
②市内公立中学校

２年生全生徒
約７００名 学校配信

③高校生以上

（15～29 歳）
１，０００名 郵送

QRコードによるオンライ

ン回答又は郵送（同封の

返信用封筒）
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設問案の提案等を行う。

※①、②は市が作成する。

ウ 調査票の発送等（高校生以上１，０００名分）

① 調査票の作成及び印刷、発送用封筒の印刷、発送用封筒への封入・封

かん、宛名ラベルの貼付は受託者が行う。

② 調査対象者の抽出及び宛名ラベルの作成は委託者が行う。

③ 調査票の送付に係る郵送費は、委託者が負担する。

エ ニーズ調査結果の集計及び分析

ニーズ調査のデータ収集、単純集計、クロス集計、自由回答の取りまと

め及び分析を行う。

※オンライン回答については、「長久手市の電子申請システム（Logo フ

ォーム）」で抽出したデータを用いて、集計及び分析すること。

オ 調査結果報告書の作成

ニーズ調査の結果について報告書（案）を作成し、市と協議の上で決定

し、報告書を完成する。報告書には、調査概要及び調査結果の要約を記載

する。

⑵ 長久手市子ども・子育て会議の運営支援

長久手市子ども・子育て会議の開催にあたり、会議資料作成、必要な助言、

会議資料印刷（ニーズ調査報告書の納品前に、白黒印刷で簡易製本のニーズ

調査報告書（案）を含む各資料２０部）、会議への出席、協議事項に関する

アドバイス等の支援、会議録の作成等会議運営支援を行う。また、討議結果

をその後の作業に反映させる。

⑶ こども等への意見聴取の支援

普段声が届きにくい状況のこども達及びその保護者等への意見聴取の実

施結果について、集計・分析し、報告書を作成する。

※意見聴取は市が実施する。

６ 令和７年度の成果品

成果品は次のとおりとし、納入期日（令和８年３月２５日）までに発注者に

納品するものとする。

ニーズ調査報告書 電子データ１式

（Ａ４版１２０ページ程度。表紙はカラー、本文２色）
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７ 令和８年度の業務内容（計画案の策定）

⑴ 現状の分析と課題の整理

ニーズ調査の集計結果及び現行の第３期長久手市子ども・子育て支援事

業計画の取組を整理して、こども・子育て支援に関わる現状を分析し、その

内容に基づき市の課題を抽出する。

⑵ 目標量の提案

これまでの業務成果を基に、ニーズ調査の集計結果、国、県、市の施策意

向、市の関連計画との整合性、長久手市子ども・子育て会議の審議結果等を

加味し、計画における目標量を設定する。

⑶ 長久手市子ども・子育て会議の運営支援

長久手市子ども・子育て会議の開催にあたり、会議資料作成、必要な助言、

会議資料印刷（各資料２０部）、会議への出席、協議事項に関するアドバイ

ス等の支援、会議録の作成等会議運営支援を行う。また、討議結果をその後

の作業に反映させる。

⑷ 計画骨子案の策定

ニーズ調査結果、事業評価・目標量及びこども等の意見などを踏まえて計

画骨子案（計画の方向性・概要を示すもの）をとりまとめる。

⑸ 計画案の策定支援

ニーズ調査結果、⑴～⑷の結果を反映し、計画案を作成する。計画案に対

する審議及び検討結果等に基づき、計画案を補修正する。

⑹ パブリックコメントの実施支援

計画案に関して本市が実施する住民向け及びこども向けパブリックコメ

ントについて、意見に対する対応策の助言等を行う。

⑺ 実施に係る情報提供

計画を実施していくために必要となる、国や他自治体の情報を提供する。

⑻ 計画書及び概要版の作成

確定した計画の計画書及び概要版を作成する。ただし、一般住民が分かり

やすい誌面内容とする。

８ 令和８年度の成果品

成果品は次のとおりとし、納入期日（令和９年３月２５日）までに発注者
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に納品するものとする。

⑴ 計画書 １部

（Ａ４版１２０ページ程度。表紙はカラー、本文２色）

⑵ 概要版 電子データ１式

⑶ 計画書策定に当たって収集・整理した資料 電子データ１式

９ 費用の支払

年度毎に受注者が成果品及び関係資料等を整えた後、完了届を提出し、長久

手市が検査を行うものとし、検査に合格した時は、契約代金を受注者からの請

求により支払うものとする。

10 進行管理等

⑴ 契約締結後、速やかに長久手市と打合せを行い、受注者は作業内容を明確

にした作業計画書及びその他必要な書類を提出し、承認を得ること。

⑵ 業務の進行管理に当たっては､毎月１回以上、長久手市と確認を行うもの

とし、業務執行に当たっては、必要に応じて長久手市と協議しながら進め

るものとする。

11 その他

⑴ 国の最新の計画策定指針に基づき、業務を遂行すること。

⑵ 現計画を踏まえ、業務を遂行すること。

⑶ 当該業務の企画、準備、運営に関する費用は、全て受注者の負担とする。

⑷ 当該業務の遂行に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）、個人情報保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０

７号）、個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委

員会規則第３号）及び長久手市個人情報保護法施行条例（令和４年長久手市

条例第２４号）の規定に基づき、適正な個人情報の取扱いを行うこと。

⑸ 当該業務において得られた情報は、長久手市に属するものとし、受注者

は、知り得た事項一切に対して守秘義務を負うものとする。

⑹ 当該業務の成果品に係る権利は長久手市に属するものとし、作成データ

を他の用途のために利用すること及び第三者へ提供することは禁止する。

⑺ 当該業務の実施に当たり、本仕様に明示のない事項や、不明な点につい
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ては、必要の都度、長久手市と協議の上決定する。

⑻ 業務完了後、受注者の責に帰すべき理由による成果物の不良個所が発

見された時は、担当課が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行

うものとし、これに対する経費は受注者の負担とする。


